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１.これまでの取り組み

自主行動計画策定(2017年)以降､法令や政府方針を踏まえて毎年改訂･公表を継続。
昨年9月には｢明示的な協議｣の周知･浸透に向けた｢徹底プラン｣を策定･公表し、
会員企業全社が、これに沿って取組み。

自主行動計画の改訂･徹底プランの策定

･自主行動計画改訂・徹底プラン策定に合わせて､両会で共同メッセージを発信
 ｢両会は共存共栄の基本理念のもと､自動車産業のサプライチェーン全体での
  パートナー シップを進化させ､日本のものづくりの競争力強化に貢献すべく､
  これまでも､またこれからも､連携して取り組みます｣

･また、会員企業への適正取引の周知徹底のため、セミナーを共催（3回）

2022年11月から日本自動車部品工業会、経済産業省自動車課と共に｢価格協議｣
｢価格転嫁｣等の促進に向けた意見交換を毎月行い｢共に発注者の立場｣で､ティア２
以降サプライチェーン全体への浸透に向けた取り組みを継続。

関係団体等との意見交換･連携

部工会･自工会 共同メッセージの発信／会員向けセミナー共催
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２.フォローアップ調査結果(概要)

実施期間 ２０２３年 １１月１０日～１１月１７日

対象取引 会員企業（完成車メーカー）とティア１(自動車部品メーカー)による取引

回 収 率 １００％ （会員全１４社）

「重点５課題」
対応状況

価格決定方法の適正化

原材料費とエネルギー費は、概ね全社がお取引先様の
声に丁寧に寄り添い対応
労務費は、政府の指針に沿って適切に転嫁としており、
24年から本格的に取組み

支払条件の改善
１３社は約束手形を廃止済。

(残り１社は、2024年第2四半期までに対応予定)

型取引の適正化 重点項目（書面化、保管費）を中心に全社が対応

知財・ノウハウの保護 全社が適正な知財取引のための取組を従前より実施

働き方改革しわ寄せ防止 全社がしわ寄せによる負担を発生させないよう対応

重点5課題への対応を中心に、各社での取組みが一層推進されていると認識。
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・価格交渉促進月間フォローアップ調査結果(2023年9月)では、価格交渉の順位が改善。

・労務費の転嫁率ではワースト１０に位置付けられ、引き続き、労務費の指針を踏まえた対応を進めていく。

＜費目別順位＞
・原材料費     ：6位
・エネルギー費 ：4位
・労務費        ：24位
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３.今後の取り組みについて

■価格交渉促進月間の結果を踏まえ、｢労務費の適切な転嫁のための
  価格交渉に関する指針｣の勉強会を実施（24/2）

  →春季交渉を見据え、各社で労務費の転嫁の取組みを推進。

■関係法令の改正を捉え、自主行動計画や徹底プラン改訂を進めると共に、
引き続き、部工会様､経済産業省様と連携した取り組みや啓発活動を
継続的に推進し、サプライチェーン全体への浸透に努めていく。

   （活動例）部工会との共催セミナーの継続
              ・地域セミナー 静岡（１０月）、広島（２月）、愛知（予定）
              ・好事例紹介セミナー（予定）

■会員全社(発注者側)が自動車のサプライチェーンの最下流に位置する
  企業として率先して行動して参ります。



以下、添付資料
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自主行動計画フォローアップ調査結果(詳細)
～５つの重点課題に対する取り組み状況～
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会員全社にて、お取引様のご相談に沿ったコスト全般の価格転嫁8割以上を達成

 ⇒引き続き、お取引先様の声の丁寧なヒアリングを通した対応に努めていく。

Ⅰ.合理的な価格決定①（価格転嫁／原価低減要請 等）

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問９．
2023年度に適用する
単価の決定・改定にあ
たり、各変動コスト反映
状況
※対象…下請事業者の
 中で取引額最大の社。

１）コスト全般
①全て反映した（100%）
②概ね(81～99%)反映した 14 14

２）労務費
(最低賃金の引上げ、

人手不足への対処等）

①全て反映した（100%）
②概ね(81～99%)反映した 13 14

④あまり反映しなかった
（1%～40%） 1※ 0

３）原材料価格
①全て反映した（100%）
②概ね(81～99%)反映した 14 14

４）エネルギー価格

①全て反映した（100%）
②概ね(81～99%)反映した 13 14

③一部反映した
（41%～80%） 1※ 0

※異なる名目にて反映
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Ⅰ.合理的な価格決定②（価格転嫁／原価低減要請 等）

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問１６．
直近１年間で、仕入先（発注先）に対し、
不合理な原価低減要請の実施状況

⑤不合理な原価低減要請は行っていない 14 14

問１７．
直近１年間で、仕入先（発注先）に対して、
金銭役務等の利益提供要請

③利益提供要請はしていない 14 14

会員全社とも不合理な原価低減要請、利益提供要請は行っていない

⇒引き続き、お取引先様との「共存共栄」を念頭にした取引を推進
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Ⅱ.支払条件の改善①（約束手形廃止 等）

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問２２．
下請代金を手形等で支払っている場合、

その割合はどれくらいですか

①すべて現金払い 13 12

③10%～30%未満 1 0

⑤50％以上 0 2

問２３．
下請代金を手形等で支払っている場合、

手形等のサイトはどれくらいですか。
② 60日(2ヶ月)以内 1 2

現金支払化、手形サイト短縮を各社とも推進中

⇒現金払化は１3社が対応済み（昨年から１社増）

⇒残る1社についても手形等のサイトは通達に則り60日以内を遵守。

 2024年第2四半期までに、下請法対象企業への現金払いへの切替を完了予定。
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Ⅲ.型取引適正化①

型取引の重点項目（書面化・保管費負担）を中心に会員全社が対応している

⇒部品工業会様との意見交換会を通じた課題の共有、改善への継続的な取組を推進中。

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問３２．
直近１年間で、型管理に
おける適正化や改善への
取組は実施できましたか

１）書面等による
取引条件の明確化

①全ての企業に実施（100%）
②多くの企業に実施
（81%～99%）

14 14

２）型代金又は型製作
費の早期の支払い

①全ての企業に実施（100%）
②多くの企業に実施
（81%～99%）

12 10

④あまり実施できなかった
（1%～40％） 1※ -

該当なし 1 4
※要請に基づき対応
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Ⅲ.型取引適正化②

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問３２．
直近１年間で、型管理
における適正化や改善
への取組は実施できまし
たか

３）量産終了後の
型の保管費用
の支払い

①全ての企業に実施（100%）
②多くの企業に実施
（81%～99%）

14 14

４）不要な型の
廃棄費用の
支払い

①全ての企業に実施（100%）
②多くの企業に実施
（81%～99%）

10 11

該当なし 4 3
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Ⅳ.知的財産・ノウハウの保護

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問２８．
直近１年間で、知的財産権等（技術上又は営業上
の秘密、ノウハウ等）を含む取引において適正な取引
を実現するための取組を実施しましたか。

（例…知的財産の提供の強制を行わない／無断使用を行わ
ない／対価を否定しない／一方的に発注者に有利な内容の
契約を行わない／不当な知財の帰属を行わない／流出・漏洩
を行わない／製造委託の目的物とされていないものを取引先の
意向に沿わない形で提供させない）

①全ての企業に実（100%）
②多くの企業に実施
（81%～99%）

14 14

知財・ノウハウ保護は従前より会員全社にて対応している。
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Ⅴ.働き方改革に伴うしわ寄せ防止

全社、自社の働き方改革によってお取引先様にしわ寄せを及ぼさないよう対応している。

⇒短納期発注などがあった場合は適正なコスト負担などを実施している

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

問３０－０．
直近１年間で、貴社が行った働き方改革に関す
る対応の結果、仕入先に対して、しわ寄せを生
ずることのないように徹底しましたか

①徹底した
（含む､該当する取引なし)

14 14
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Ⅵ.その他：パートナーシップ構築宣言

下表の通り、いすゞを始め会員全社(14社)がパートナーシップ構築宣言を実施済み
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Ⅵ.その他：ＳＣ全体への浸透

全社とも、説明会等を通じティア1お取引様へティア2以降への浸透を呼びかけ

設 問 選 択 肢
回答社数（14社中）

2023 2022

（独自Ｑ）
取引全般について、サプライチェーン全体で
適正取引を進める観点から、直接の取引先を
通じて、その先の取引先へも適正取引の働き
かけを実施していますか。

①実施済 14 14
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Ⅶ.ベストプラクティス（新規事例）

目下業界の課題であるカーボンニュートラル（CN）などグリーン化対応について

多くの社で、お取引様に寄り添った活動を推進。

お取引先様支援ベストプラクティス：ＣＮ関係抜粋

➢ 近隣の取引先に対して、CO2排出量算出のトライアルを実施。

➢ グリーン材調達に必要な適正コストの負担。

➢ 排出量の多いお取引先と、CO2削減方策を個別に協議。

➢ 当社社内のScope1&2の取り組みに関して，Web MTGにてお取引先へ情報共有を行った。
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部工会様と連携した取引適正化への取組み

・部工会様、経産省自動車課様と連携した取引適正化の課題解決の議論を継続中。

価格交渉
促進

部工会様「取引適正化タスクフォース」 × 自工会「調達部会」

◆ 部工会様の「襟を正す活動」の一環として、ティア1お取引先様からティア2以降の
お取引様への一層の取り組み浸透に向け、「明示的な協議」の定義から始まり

自主行動計画改訂・徹底プラン策定等に向けた議論を実施。

◆ 開催実績…2022年12月より毎月開催

型取引
適正化

部工会様「調達・生産部会」 × 自工会「調達部会」

◆ 中企庁「型取引報告書」に則った金型保管、費用負担等の実施状況確認と、
更なる底上げに向けた意見交換、ならびに会員事業者での好事例共有を実施。

◆ 直近では自工会各社の取組状況を部工会様から提供、課題把握向け推進中。

◆ 直近開催実績… ２回 （23年4月、23年7月）
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「適正取引推進セミナー」の開催

・自主行動計画の改訂ならびに徹底プラン策定を踏まえ、サプライチェーン全体への

適正取引の浸透に向け、経産省自動車課様・部品工業会様と連携し、適正取引推進

セミナーを開催。

適正取引推進セミナー開催結果

実施日…2023年9月7日(木) 15:30～16:30 (ZOOM)

参加者…376名(回線)

★部品工業会様では会員向けにアーカイブ配信(9/14)を実施。

 https://www.japia.or.jp/topics_detail1/id=4099

https://www.japia.or.jp/topics_detail1/id=4099
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[ご参考]２０２３年度｢徹底プラン｣の策定

自主行動計画改訂に加え、価格交渉・価格転嫁の実効性を高める為の

徹底プランを新たに策定、取組推進中。

１．取引対価・価格交渉
・取引先から要請があるにもかかわらず､協議自体に
応じないこと。（絶対に実施しない）
・明示的な協議を実施する。

２．原価低減要請・
利益供与要請

・発注継続の前提として､一方的に原価低減を
押し付けること。（絶対に実施しない）

３．内示と発注の差
・内示や発注内容についての申し立てがあった際に､
協議自体に応じないこと。（絶対に実施しない）

４．補給品
・補給品のみの取引となり価格見直しの要請がある
にもかかわらず、協議すること なく量産時の価格を
据え置くこと。（絶対に実施しない）

５．支払条件
・政府方針の 2026 年を超えて約束手形の利用を
続けること。（絶対に実施しない）
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